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市
議
会
定
例
会
が
閉
会

　

令
和
5
年
第
3
回
市
議
会
定
例
会

は
、
9
月
25
日
〜
10
月
31
日
の
会
期

で
開
か
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
議
会
に
市
が
提
出
し
た
議
案

の
う
ち
令
和
５
年
度
立
川
市
一
般
会

計
補
正
予
算（
第
９
号
）は
修
正
案
が

提
出
・
可
決
さ
れ
、
修
正
部
分
を
除

く
原
案
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の

他
30
件
は
原
案
ど
お
り
承
認
・
可

決
・
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

内
訳
は
、
▼
決
算
7
件
＝
令
和
4

年
度
立
川
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決

算
な
ど
▼
条
例
8
件
＝
立
川
市
国
民

健
康
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
な
ど
▼
補
正
予
算
5
件
＝
令
和

5
年
度
立
川
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
8
号
）な
ど
▼
契
約
8
件
＝
立
川

市
立
立
川
第
七
中
学
校
新
体
育
館
建

設
工
事（
建
築
）請
負
契
約
な
ど
▼
そ

の
他
3
件
で
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
議
員
提
出
議
案
３
件

が
審
議
さ
れ
、
す
べ
て
可
決
さ
れ
ま

し
た
。
ま
た
、
陳
情
３
件
が
審
議
さ

れ
、
す
べ
て
不
採
択
と
な
り
ま
し
た
。

問
議
会
事
務
局
・
内
線
3
3
2
2

市
議
会
第
2
回
臨
時
会
が
閉
会

　

令
和
5
年
第
2
回
市
議
会
臨
時
会

が
11
月
2
日
に
開
か
れ
、
市
が
提
出

し
た
議
案
1
件〔
令
和
5
年
度
立
川

市
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
10
号
）〕

は
原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

問
議
会
事
務
局
・
内
線
3
3
2
2

市
議
会
定
例
会
～
11
月
30
日

か
ら
開
会

　

令
和
5
年
第
4
回
市
議
会
定
例
会

が
11
月
30
日（
木
）〜
12
月
20
日（
水
）

の
会
期
で
開
か
れ
る
予
定
で
す
。

　

日
程
は
▼
11
月
30
日（
木
）、
12
月

4
日（
月
）〜
7
日（
木
）＝
本
会
議

（
一
般
質
問
、
議
案
審
議
な
ど
）▼
11

日（
月
）＝
総
務
委
員
会
▼
12
日（
火
）

＝
厚
生
産
業
委
員
会
▼
13
日（
水
）＝

環
境
建
設
委
員
会
▼
14
日（
木
）＝
文

教
委
員
会
▼
15
日（
金
）＝
議
会
改
革

特
別
委
員
会
▼
19
日（
火
）＝
議
会
運

営
委
員
会
、
第
5
次
基
本
構
想
審
査

特
別
委
員
会
▼
20
日（
水
）＝
本
会
議

（
議
案
審
議
な
ど
）の
予
定
で
す
。

　

傍
聴
を
希
望
す
る
方
は
、
会
議
当

日
に
直
接
、
市
役
所
3
階
の
▼
本
会

議
＝
議
会
受
付
▼
委
員
会
＝
議
会
事

務
局
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問
議
会
事
務
局
・
内
線
3
3
2
2

公
開
す
る
会
議
日
程

　

市
は
、
審
議
会
な
ど
の
会
議
を
公

開
し
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
直
接
会

場
へ（
先
着
順
）。

●
長
期
総
合
計
画
審
議
会　

時
12
月

4
日（
月
）午
後
7
時
か
ら
場
市
役
所

2
階
209
会
議
室
定
5
人
問
企
画
政
策

課
・
内
線
2
6
8
6

●
教
育
委
員
会
定
例
会　

時
・
場
▽▽

12
月
15
日（
金
）午
後
1
時
30
分
か
ら

＝
市
役
所
2
階
205
会
議
室
▽▽
12
月
25

日（
月
）午
後
1
時
30
分
か
ら
＝
市
役

所
3
階
302
会
議
室
定
各
20
人
問
教
育

総
務
課
庶
務
係
・
内
線
2
4
6
5

問市民協働課多文化共生係・内線2632

会
議
、
講
演
会
等
に
手
話
通
訳
等
を
希
望
す
る
方
は
開
催
1
週
間
前
ま
で
に
各
問
い
合
わ
せ
先
、
ま
た
は
下
記
フ
ァ
ク
ス
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
Fax（
5
2
1
）2
6
5
3

　立川市の外国人市民数は、令和５年１月１日現在5,124人で、総人口

の約2.76%です。中国の方が最も多く、70か国以上の国と地域の方が住

んでいます。社会のグローバル化が進んでいることなどから、今後も増

加が予想されています。

　市民だけでなく、駅やまちの中、職場など、日常生活でも市内で外国

人と接する機会はどんどん増えています。

　市は、平成28年に「多文化共生都市宣言」を行いました。また、第

４次多文化共生推進プランを策定し、次の４つを「柱」として、市内の

関係団体等と協働しながら、多文化共生施策に取り組んでいます。

Ⅰ 外国人市民のコミュニケーション支援
　行政サービス等を多言語や「やさしい

日本語＊」で伝えたり、日本語教室を開

催したりすることで、「言葉の壁」をな

くすよう努めています。毎週土曜日には、

外国人相談窓口を開設しています。

＊難しい言葉を言い換えるなど、外国人にも分かるように配慮した簡単な日本語

Ⅱ 外国人市民の生活支援
　外国人も日本人と同じように、福祉や教育、防災などの情報を求めて

います。これらの情報を適切に届けられるよう取り組んでいます。

Ⅲ 多文化共生の地域づくり
　地域の意識向上のため、イベントや講座を実施しています。この冬は

ウクライナ人講師による講演会、世界の家庭料理を作る交流会、やさし

い日本語講座などを開催予定です。ぜひ参加してみてください。

Ⅳ 多文化共生の推進体制の整備
　地域の関係団体等と連携・協働しながら、多文化共生の推進に向けて

事業を実施しています。

　通訳や翻訳を行ったり、日本語を教えたりするボランティ

アを募集しています。一緒に多文化共生の輪を広げる活動を

してみませんか。くわしくはお問い合わせいただくか、市ホ

ームページをご覧ください。

●語学ボランティア
　外国人相談の通訳や行政文書の翻訳などを行います。

問NPO法人たちかわ多文化共生センター☎（527）0310 e tmc@poppy.ocn.ne.jp

●日本語教室ボランティア講師
　柴崎学習館、西砂学習館で日本語を教えます。

問市民協働課多文化共生係・内線2632 e shiminkyoudou@city.tachikawa.lg.jp

納付書裏面等に記載の場所で納付してくだ
さい問国民健康保険料＝保険年金課賦課
係・内線1416、後期高齢者医療保険料＝
保険年金課賦課係・内線1406、介護保険
料＝介護保険課介護保険料係・内線1446

▷国民健康保険料第５期分▷後期高齢
者医療保険料第５期分▷介護保険料第
５期分

11月30日木今月の
納期

外国人と接する機会が増えています 立川市の取り組み

ボランティア活動を通して
多文化交流をしてみませんか
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立川市の外国人人口の推移

国別人口トップ５（令和5年）
（人数はいずれも１月１日現在）

受け付け） 問問い合わせ Faxファクス e Eメール HPホームページ こまめな換気や手洗いなど、 感染症の予防にご協力をお願いします。

電子申請は、「立川市電子申請ポータルサイト」で申請できます（右２次元コードからアクセス可）


